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3 国立大学法人山梨大学 第４期中期目標・中期計画 

 

中 期 目 標 中 期 計 画 

（前文）法人の基本的な目標  

山梨大学は、「地域の中核、世界の人材」をスローガンに、「人」

を生かす大学運営を基本とし、独創的な研究と学際的な教育を推進し

ながら、真に地域の活性化を担い世界で活躍できる大学人を育成す

る。 

上記目標を実現するため、学長のリーダーシップの下で多様な改革

を積極的に推進しつつ、地域社会及び国際社会のニーズに対応すべく

柔軟かつ機動的な運営を行い、存在感を高めることを目指す。このた

め、以下の方針に基づき、意欲的・戦略的な取組みを推進する。 

 

（1）医工農融合型学位プログラムや大学等連携推進法人制度を活用 

した未来志向のグローバル人材の育成 

（2）大学の強みと特色を生かした世界トップレベルの学術研究の推  

  進 

（3）産学官連携を基軸に地域の持続的発展や産業イノベーションを 

推進する地域産業人材の創出 

（4）学長のリーダーシップによる徹底した経費抑制と戦略的資源配 

  分 

 

 

 

 

◆ 中期目標の期間 

  中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和10年３月31日までの６ 

年間とする。 

 

 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 

１ 社会との共創 
（１）人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産

業、製造業、サービス 産業等）の生産性向上や雇用の創出、文
化の発展を牽引し、地域の課題解決のために、地方自治体や地域
の産業界をリードする。① 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  

１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置   

1.大学等連携推進法人（大学アライアンスやまなし）の枠組を活用するなど、山梨県

立大学をはじめ他機関との新規連携事業の実施や既存の事業の拡充等多様な取組を

展開する。また、地域社会の将来ビジョンや山梨県の高等教育の将来像についての

恒常的な議論等を行うための「地域連携プラットフォーム」を関係機関と連携して

整備する中で、得られた知見を教育プログラムの開設や内容をより実践的なものと

するなどの取組みに反映し、地域に貢献できる未来志向の人材を養成する。 

 

 

 



法人番号：４０ 

- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

2.地域産業を担う人材の養成や地域社会のイノベーションに寄与するため、従前から

取り組んできた医療機器や水素・燃料電池分野に加え、最先端のDX技術などに関

し、自治体や産業界と連携し研究成果の社会実装等に係るニーズ把握を適切に行う

とともに、それらを踏まえた地域人材育成プログラムを実施する。また、数理・デ

ータサイエンス・AIなどの新たな分野をテーマとする社会人対象の学び・キャリア

形成支援事業を通じ、社会変化に柔軟に対応できる知識等を修得した地域産業人材

を養成する。 

 

 

 

 

 

評価指標 (1)山梨県立大学及び他機関との新規連携事業の実施 

(2)連携機関との共同研究・受託研究数：５件以上 

(3)地域連携プラットフォームを整備し、得られた知見等 

を教育に関する取組みに反映 

評価指標 

 

(1)ニーズ調査結果等を踏まえた地域人材育成プログラム 

の実施 

(2)社会人対象の学び・キャリア形成支援事業の実施 

２ 教育 

（１）国や社会、それを取り巻く国際社会の変化に応じて、求められ

る人材を育成するため、柔軟かつ機動的に教育プログラムや教育

研究組織の改編・整備を推進することにより、需要と供給のマッ

チングを図る。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学生の能力が社会でどのように評価されているのか、調査、分

析、検証をした上で、教育課程、入学者選抜の改善に繋げる。特

に入学者選抜に関しては、学生に求める意欲・能力を明確にした

上で、高等学校等で育成した能力を多面的・総合的に評価する。

⑤ 

２ 教育に関する目標を達成するための措置 

3.18歳人口の減少等に伴う教員養成課程の規模の見直しについて、ステークホルダー

からの意見等を適切に聴取する中で検討を進め、成案化する。また、生命環境学部

と医学部の融合による新たな教育組織を新設し、さらに大学院レベルにまで展開す

るほか、工学部の教育組織を改編し、本学の「強み」や特色を更に伸長させるな

ど、基本理念である「諸学融合」の実現に向け、社会変化や学術動向に柔軟に対応

した教育体制やプログラム等の整備を機動的に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.「山梨大学に入学したい」学生を増大させるため、高大接続事業の実施方針を見直し

つつ、その内容について関係者に適切に周知する。また、山梨県教育委員会の協力を

得る中で、高校生にとって真に魅力のある高大接続教育プログラムを拡充させるとと

もに、多角的な入学者選抜方法を企画し、提供する。 

評価指標 

 

(1)ステークホルダーからの意見聴取（１回以上/年）等を

踏まえた教員養成課程の規模の見直しに係る成案化 

(2)生命環境学部と医学部の融合教育組織の新設及び大学

院レベルへの展開 

(3)「強み」分野であるクリーンエネルギー分野の学部教

育組織（コース等）の新設（令和6年度まで）を含めた

工学部教育組織の改編 
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（３）特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究するという基本的

な思考の枠組みを身に付けさせるとともに、視野を広げるために

他分野の知見にも触れることで、幅広い教養も身に付けた人材を

養成する。（学士課程）⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.教育の内部質保証機能の充実に向け、第３期に策定した教育に係る３つ（ディプロ

マ・カリキュラム・アドミッション）のポリシーを検証・評価するとともに、アセス

メントポリシーを策定し、これを公表する。これらを踏まえ、個々の学生の学修目標

の達成度及び満足度について、可視化方法をシステム化するほか、ディプロマサプリ

メントを導入するなど、新たな評価方法を確立し、公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.教学マネジメント体制を全学的に強化していくため、その指針を早期に策定したうえ

で、自己点検・評価機能の見直しなど教育の内部質保証体制を定期的に点検する。ま

た、同体制の下、PDCAサイクルを機能させつつ、各教育プログラムの評価ツールを活

用しそれぞれの活動を評価するとともに、学修成果・教育成果の可視化を実現する。 

 

 

 

 

 

 

7.大学等連携推進法人（大学アライアンスやまなし）における教学上の特例措置を活

用し、全学共通教育科目において、文理融合など多様な連携開設科目を段階的に拡

充していく。最終的には、原則として全ての全学共通教育科目を連携開設科目とし

て設定する。さらに共同教育課程の編成や教職課程の共同化についての検討を推進

し、成案化させる。 

 

評価指標 

 

(1)高大接続事業実施方針の見直し（令和４年度まで）及

び進学説明会等の実施（各教育プログラムごとに１回

以上/年） 

(2)各教育プログラムが実施する高大接続事業への参加を

前提とした入学者選抜方法の策定・実施：令和７年度

から実施、以降継続 

評価指標 

 

(1)３つのポリシーの見直し及びアセスメントポリシーの

策定・公表（令和４年度まで） 

(2)学修目標の達成度・満足度の可視化方法のシステム化

及びディプロマサプリメントの導入（令和８年度ま

で） 

(3)教育プログラムごとの評価の平均値及び標準偏差の公

表（令和８年度から） 

評価指標 

 

(1)教学マネジメント指針を作成（令和４年度まで）し、

内部質保証体制を毎年度点検 

(2)各教育プログラムの評価ツールを活用した活動の評

価・改善及び学修成果・教育成果の可視化 
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8.世界の持続的な開発を支える思考力・判断力を育成し、主体的・継続的な学習態度

の涵養を促すため、SDGs（持続可能な開発目標）を基軸とした全学共通教育カリキ

ュラムを構築し、共通教育科目数を適正化するとともに、学生自身の学修の目的に

応じ、学習意欲が高まるような共通教育を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

9.学部在学中に、学生自ら学ぶ姿勢を習得するため、グループワークやディスカッシ

ョンを取り入れた授業や、体験型の授業などを通して、自らが課題を設定して問題

解決に向けて探究を重ねる実践的なカリキュラムを構築する。 

 

 

 

 

 

 

10.本学の特色の一つとして大学院において取り組んできた分野横断的・融合的な教育

プログラムの経験や知見を学部教育に生かし、学生自らが分野横断的・融合的な課

題を設定して多面的な思考力を育成する授業科目を配置・整備する。 

 

 

 

 

11.教育学部においては、現代的課題に対応できる教員を養成するため、「情報」免許

課程を開設するとともに、ICTを専門とする教員を教育実践総合センターに新たに配

置し、情報教育及び学校現場での実践的な授業を拡充する。併せて、学校現場での体

験授業や教職支援室での指導体制を充実させることにより、教員就職率について、全

国平均以上を目指す。 

評価指標 

 

(1)全学共通教育科目の連携開設科目化（令和６年度まで

に原則として70％以上、令和８年度までに原則として

全科目）及び共同教育課程の編成や教職課程の共同化

の検討・成案化 

評価指標 

 

(1)SDGsと関連する全学共通教育科目（リベラルアーツ科

目）数：令和６年度までに50％以上 

(2)自身の学修の目的に応じて意欲的に学べたと捉えてい

る学生の割合：50％以上（授業評価アンケートによ

る） 

評価指標 

 

(1)自らが課題を設定して問題解決に向けて探究を重ねる

実践的なカリキュラムの構築 

(2)主体性をもって学習に取り組めると考えている卒業年

次学生の割合：50％以上（アンケートによる） 

評価指標 

 

(1)学生自らが分野横断的・融合的な課題を設定する授業

科目の配置・整備：令和６年度まで 
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（４）研究者養成の第一段階として必要な研究能力を備えた人材を養

成する。高度の専門的な職業を担う人材を育成する課程において

は、産業界等の社会で必要とされる実践的な能力を備えた人材を

養成する。（修士課程）⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.医学部においては、感染制御や総合診療などの地域の医療ニーズに対応し、地域社

会に貢献するため、医学部関係のステークホルダーからの意見を医学教育カリキュラ

ムの改善に反映する仕組みを構築する。また、プロフェッショナリズム教育やシミュ

レーターの活用を通じた多職種連携教育を医学科、看護学科において展開する。さら

に、国際性及び研究意識の更なる醸成を目指し、本学研究医養成プログラムの実績を

活用しつつ、医学英語教育、データサイエンス教育の強化等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.専門性と併せ、他者と協調して物事に対処できる汎用能力を備えた高度職業人を育

成するため、共通科目の内容やその開設時期を見直すなど、専門性と汎用能力（構

造化思考、文章表現力、対話能力等）の教育を適正に盛り込んだカリキュラムを再

構築する。また、外国人及び社会人（学び直し学生）の学生数を増加させ、多様な

学生による共学の場を確保する。 

 

 

 

 

 

 

14.研究と教育を有機的に結合させ、研究成果を迅速に社会に還元するという本学が強

みとする大学院特別教育プログラムの理念を全学に浸透させつつ、新たな教育プロ

グラムを開設する。そのうえで、育成する人材像について、産業界等と適切に情報

共有を行いつつ、インターンシップの見直しやクロスアポイントメント制度を活用

した多様な実務家教員との交流機会の増加等を通じて、学生に多様なキャリアパス

を提供する。 

評価指標 

 

(1)「情報」免許課程の開設、ICTを専門とする教員の教育

実践総合センターへの配置及びICT活用・情報教育科目

の拡充（令和４年度から２科目以上、令和６年度から

は４科目以上の開講） 

(2)教員就職率（卒業者数から大学院等進学者・保育士就

職者を除く）：全国平均値以上（第４期平均） 

評価指標 

 

(1)ステークホルダーからの意見を聴取し、医学教育カリ

キュラムに反映する仕組みの構築 

(2)プロフェッショナリズム教育や多職種連携教育の実施 

(3)系統的な医学英語教育・データサイエンス教育の実施

及び研究医養成プログラムの活動実績を医学教育に反

映させる授業等の実施 

評価指標 

 

(1)共通科目（内容・開設時期）の見直しなどによるカリ

キュラムの再構築：令和５年度まで 

(2)外国人及び社会人学生数：それぞれ令和３年度比５％

増（第４期平均） 
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（５）深い専門性の涵養や、異なる分野の研究者との協働等を通じ

て、研究者としての幅広い素養を身に付けさせるとともに、独立

した研究者として自らの意思で研究を遂行できる能力を育成する

ことで、アカデミアのみならず産業界等、社会の多様な方面で求

められ、活躍できる人材を養成する。（博士課程）⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）学生の海外派遣の拡大や、優秀な留学生の獲得と卒業・修了後

のネットワーク化、海外の大学と連携した国際的な教育プログラ

ムの提供等により、異なる価値観に触れ、国際感覚を持った人材

を養成する。⑫ 

 

 

 

 

 

 

15.高い研究力を持ち自立して課題に取り組める博士人材を育成するため、大学院特別

教育プログラムで培った、複数教員からなる研究指導グループによって実現される

オープンな修学環境による人材育成方法を拡充していく。また、体系的なコースワ

ークの見直しや異なる専門分野の複数教員による研究指導、外部メンターを含むメ

ンター制度を導入するとともに、これらの人材育成方法を実質的に評価する仕組み

を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

16.高い論理性と表現力、幅広い知識と視野、鋭い批判力と優れた調整力を備えた博士

人材を育成するため、能力開発研修の整備、大学院FDの実施、アウトリーチ活動の

支援、企業との共同研究や長期インターンシップ等参加の機会の提供などを行う。

また、学生のキャリアパス決定をサポートするため、研究発表会をはじめとした産

業界との対話の機会を設けるとともに、教育機関での研究者を志す博士人材に対し

て本学のポスドクポストを毎年度確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.国際社会で活躍できるような高い学習意欲を持つ外国人留学生を多く受け入れるた

め、入学者選抜方法の見直し、英語対応のための組織と修学環境の強化、英語対応授

業の拡大とそれに向けた支援等を行う。さらに産業界との連携による留学生人材の日

本国内就職に向けた取組みを強化する。 

評価指標 

 

(1)新規の大学院教育プログラムの開設 

(2)インターンシップの時間数やメニュー等の見直し及び

クロスアポイントメント制度による実務家教員の受入

数（10名以上） 

評価指標 

 

(1)博士人材育成体制の強化（体系的なコースワークの見

直し、異なる専門分野の複数教員による研究指導体制

の拡充、外部者を含むメンター制度導入（メンター20

人以上）） 

(2)人材育成方法を実質的に評価する仕組みの構築 

評価指標 

 

(1)博士人材育成に係る取組の強化（能力開発研修（１回

以上/年）及び大学院FD（２回以上/年）の実施、アウ

トリーチ活動の支援（参加率10％以上）、企業等との

共同研究・交流会等への参加機会提供（参加率50％以

上）、長期インターンシップ参加機会提供（年５名以

上の参加）） 

(2)企業との研究発表会・対話の実施数：１回以上/年 

(3)本学のポスドクポスト確保数：４ポスト以上/年 
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18.学生に対し国際的な思考を身に付けさせるため、オンラインを活用した海外大学と

の連携授業の開始、学生が主体となる異文化交流会や国際ワークショップの開催、

英語自律学習の支援など、学内のグローバル共創学習環境の更なる整備等を通じ、

海外派遣プログラムへの参加を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.海外の大学・研究機関等との国際連携ネットワークの強化に向けて、教員の海外研

修及び国際共同研究に対する支援体制を整備する。また、新たな国際交流協定校と

のデュアルディグリープログラムの設置、その他の国際連携教育プログラムを拡充

し、国際共同研究の推進を通じて、国際社会で活躍できるグローバル人材を養成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)受入外国人留学生数：第３期総数比10％増加 

(2)外国人留学生に係る入学者選抜方法の見直し 

(3)英語対応を考慮した職員の配置と英語力及び国際経験

を重視した教員選考制度の整備 

(4)英語対応大学院修士課程プログラムの新規開設及び英

語対応授業の支援策の実施 

(5)産業界と連携した就職促進プログラムを実施し、外国

人留学生の日本国内就職を支援（希望者に対する割合

年平均60％以上） 

評価指標 

 

(1)グローバル共創学習環境の更なる整備等（海外大学と

の連携授業の開始、英語自律学習を支援するeポートフ

ォリオの整備、異文化交流会及び国際ワークショップ

の開催（５回以上/年）） 

(2)海外派遣プログラム数及び参加者数：それぞれ第３期

総数比10％増加 

評価指標 

 

(1)国際連携ネットワーク強化に向けた支援体制の整備 

(2)デュアルディグリープログラムの新規設置、その他の

国際連携教育プログラムの拡充及びこれらを通じた国

際共同研究の推進（プログラム参加学生及び教員によ

る国際共著論文数：第３期総数比10％増加） 
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３ 研究  

（１）真理の探究、基本原理の解明や新たな発見を目指した基礎研究と

個々の研究者の内在的動機に基づいて行われる学術研究の卓越性と

多様性を強化する。併せて、時代の変化に依らず、継承・発展すべ

き学問分野に対して必要な資源を確保する。⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域から地球規模に至る社会課題を解決し、より良い社会の実現

に寄与するため、研究により得られた科学的理論や基礎的知見の現

実社会での実践に向けた研究開発を進め、社会変革につながるイノ

ベーションの創出を目指す。⑮ 

 

 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 

20.「諸学融合」を通じて学術研究・科学技術の発展に貢献するため、分野横断的融合

研究及び関連した大学院特別教育プログラムについて、URA解析指標や外部評価委員

会の設置により研究成果の評価を行い、研究資源の傾斜配分を行うことで分野横断

的融合研究を更に深化・進化させる。特に、第３期に強化した融合研究「ヒトの発

達」及び「学びの発達」で培われた先端脳科学研究、協応行動科学研究など、特色

ある研究を強力に推進するため、分野や国境の壁を越えた研究ネットワーク形成を

目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

21.基礎研究及び萌芽的研究を推進し、大学全体の研究力を強化するため、クロスアポ

イントメント制度等を活用してURAをはじめ高い専門性を有する人材を拡充し、競争

的外部資金獲得支援やプロジェクトマネジメントによる研究推進力を強化する。ま

た、研究成果及びその外部発信の戦略的展開などをURA解析指標を活用して進めると

ともに、研究成果に応じた研究資源の傾斜配分を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.クリーンエネルギー、発生工学、先端脳科学、流域環境科学など、本学の強みを有

する分野をはじめとして、地球規模の問題解決及び社会変革に貢献するために、

SDGs（持続可能な開発目標）に資する国際的研究を強化する資源配分の仕組みを構

築するとともに、国際的な観点から研究内容等を評価する組織を整備する。特にク

リーンエネルギー研究に対しては、SDGsに資するモデル的な拠点の実現に向け、競

争的外部資金を活用しつつ、研究資源など重点的な支援を行う。 

評価指標 

 

(1)論文数を第３期総数比で増加させるための取組の実施

（分野横断的融合研究関係のインパクトファクター付

論文数：10%増、国際共著論文数：５％増、Top10％論

文数：５％増） 

(2)外部評価委員会の設置及び意見の聴取を行い（1回以上

/年）、研究資源の傾斜配分を実施 

評価指標 

 

(1)クロスアポイントメント制度によるURA等の高度専門人

材の拡充及び研究資源の傾斜配分 

(2)URA等を活用した研究支援（研究プロジェクトマネジメ

ント数の増加（５件以上/年）及び競争的外部資金の獲

得（第３期総額比５％増）） 

(3)プレスリリース数：令和２年度比５％増（第４期平

均） 
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（３）若手、女性、外国人など研究者の多様性を高めることで、知の集

積拠点として、持続的に新たな価値を創出し、発展し続けるための

基盤を構築する。⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.ワイン、クリスタル、防災、健康など、地域の産業や課題と密接に結びつく研究を

推進し、地域貢献及びSDGsに資する研究を進展させる。これらの研究成果を地域に

おける社会実装及びイノベーションに発展させるため、学内コーディネーターの役

割の見直しを通じ、URA・社会連携センターの機能を強化する。併せて、山梨県との

連携協定に基づく事業の実施方法や外部の客員社会連携コーディネーター制度を見

直すなど、学外者との協力体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

24.優れた若手研究者、外国人研究者及び女性研究者の採用や定着を促進するため、採

用ポイント制、年俸制、クロスアポイントメント制度等の見直し・改善を行うな

ど、人事・給与制度を整備し、弾力的な運用を行う。 

 

 

 

 

25.若手研究者等に係る現行の支援制度等を活用するとともに、新たな支援制度を整備

するなど、安定かつ自立した研究環境の改善に取り組む。そのうえで多様な教職員

の確保に係る人事方針に基づき積極的に若手・外国人教員を採用し、大学院特別教

育プログラムの成果を活用して若手教員（40歳未満）比率を31％に引き上げるとと

もに、外国人教員比率を2.5％に引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)SDGsに資する研究に対して資源配分を行う仕組みの構

築（学内プロジェクトの新設）：令和６年度まで 

(2)国際的研究評価を行うための外国人研究者を含む評価

委員会の整備 

(3)クリーンエネルギー研究等の強みを有する分野に対す

る研究資源の重点的支援 

評価指標 

 

(1)学内コーディネーターの役割を見直し（令和５年度ま

で）、共同研究数を増加（第３期総数比10％増） 

(2)山梨県との連携協定に基づく事業の実施方法及び客員

社会連携コーディネーター制度の見直し（令和５年度

まで） 

評価指標 

 

(1)採用ポイント制・年俸制・クロスアポイントメント制

度の見直しなど人事・給与制度の整備・弾力的運用 

評価指標 

 

(1)新たな若手研究者等支援制度の整備及び現行制度等の

活用（サバティカル制度の適用（１名/年）、研究休職

の適用（３名/年）） 

(2)若手教員（40歳未満）比率（31％以上）及び外国人教

員比率（2.5％以上）の引き上げ 
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26.育児・介護・特別休暇など各種支援制度の整備、弾力的な運用、男女共同参画の加

速のための学長行動宣言の実施結果の活用などにより、仕事と育児・介護の両立を

促進する。また、女性教員比率を22％に引き上げるとともに、意思決定過程への女

性の参画を推進するため、女性教授比率を13％、事務系女性管理職比率を10％に引

き上げる。 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)育児・介護・特別休暇など各種支援制度の整備等 

(2)女性教員比率（22％以上）、女性教授比率（13％以

上）及び事務系女性管理職比率（10％以上）の引き上

げ 

４  その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 

 

（１）学部・研究科等と連携し、実践的な実習・研修の場を提供すると

ともに、全国あるいは地域における先導的な教育モデルを開発し、

その成果を展開することで学校教育の水準の向上を目指す。（附属

学校）⑲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を

安全かつ安定的に 提供することにより持続可能な地域医療体制の

構築に寄与するとともに、医療分野を先導し、中核となって活躍で

きる医療人を養成する。（附属病院）⑳ 

 

４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項に関する目標を達成するための

措置 

27.附属学校園の教育・研究成果の地域への還元を強化するため、教育学部・教職大学

院と連携し、ICTを活用した教育モデルの開発をはじめ、山梨県内学校園への教員派

遣を実施するとともに、県内教員を対象に、研修会の開催や教育実践事例集の配布

を行う。また、附属小学校及び中学校における少人数学級（30人）を導入し、その

効果等の適切な検証結果を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.収益性を重視しつつ病院収入を増加させ、経営の安定を図る中で、ロボット支援内

視鏡手術など高度で安全な医療の提供や最先端の医療の開発及び提供（新規企業治

験実施等）を推進する。また、地域医療の中核的役割を果たすため、これまで以上

に救急患者を受け入れるなど、地域の医療ニーズを十分に勘案し、対応していく。 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)ICTを活用した教育モデルの開発（令和６年度まで）及

び県内学校園への教員派遣（附属４校園合計20回以上/

年） 

(2)教員研修会開催数（附属４校園合計４回以上/年）、教

育実践事例数（附属４校園合計８事例以上/年） 

(3)附属小学校に30人学級を導入（令和６年度まで）し、

効果の検証と公表を実施 

(4)附属中学校に少人数学級を導入（令和６年度以降段階

的に実施）し、効果の検証と公表を実施 
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29.山梨県の医療を担う高度医療人を多数養成するため、研修内容の見直しや関連病院

の拡充など充実した研修環境の整備を通じ、初期研修医を安定的に確保するととも

に、医療を取り巻く情勢の変化に応じ柔軟に専門医研修プログラムを見直すなど、

専門医資格取得を支援する。また、医師のタスクシフト実現に向け、特定行為看護

師研修の対象領域を全領域へ拡大させ、資格取得者を増加させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)病院収入額の増加（令和３年度比40億円増）及び費用

の抑制（医療費率：40％未満/年） 

(2)ロボット支援内視鏡手術件数：令和３年度比10％増 

(3)新規企業治験実施数：令和３年度比50％増 

(4)救急車両での患者受入数：令和３年度比500件増 

評価指標 

 

(1)初期研修医マッチング数40人/年または募集定員に対す

る採用者割合90％以上 

(2)専門医研修プログラムの見直しや教育重点病院の増加

（２施設）等を通じた専門医新規取得数の確保（50人

以上/年） 

(3)特定行為看護師研修の全領域への拡大及び特定行為看

護師新規取得者数の確保（10人以上/年） 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
（１）内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営

に生かすための仕組みの構築、学内外の専門的知見を有する者の法
人経営への参画の推進等により、学長のリーダーシップのもとで、
強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

30.学長がリーダーシップをより発揮しやすいガバナンス体制を整備するため、法人経

営を担い得る人材を学内外から学長補佐等へ登用して育成するなど、学長サポート

体制を強化するとともに、これまで築いてきた経営の透明性を更に高めるため、内

部統制システムの検証・評価を実施する。 

 

 

 

 

31.在学生・卒業生をはじめ、高校関係者、地元企業、自治体及び学識経験者など多様

なステークホルダーに対して、大学の強みや課題についての情報を提示するなどし

て意見等を聴取する。得られた意見等について、法人経営により適切に反映させる

ため、対応方法等を体系化するとともに、その内容に関する適切な情報を随時公表

する。 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)学長補佐の役割の見直し及び学内外からの登用 

(2)内部統制システムの検証・評価の実施 

評価指標 

 

(1)ステークホルダーからの意見聴取（１回以上/年）を実

施するとともに、得られた意見への対応方法等を体系

化したうえで法人運営に反映し、随時公表 
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（２）大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備につ

いて、保有資産を 最大限活用するとともに、全学的なマネジメン

トによる戦略的な整備・共用を進め、地域・社会・世界に一層貢献

していくための機能強化を図る。㉒ 

 

 

32.安全かつ効率的な施設整備に向け、全学的な施設マネジメント計画（マスタープラ

ン、インフラ長寿命化計画等）及びスペースチャージ制度について、学内外の多様

な意見を取り入れる仕組みを構築するなど適切に検証・改善する。また、スペース

の有効活用に向け、施設の集約化やトリアージの実施基準を定め、これを適用し施

設マネジメントスペースを拡大する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)学内外の多様な意見を取り入れる仕組みを構築するな

どし、施設マネジメント計画（マスタープラン、イン

フラ長寿命化計画等）及びスペースチャージ制度を検

証・改善 

(2)施設の集約化やトリアージの実施基準策定などによる

プロジェクトスペース面積の拡大（2,000㎡以上の確

保） 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

（１）公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進める

とともに、適切なリスク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有

資産の積極的な活用、研究成果の活用促進のための出資等を通じ

て、財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せ

て、目指す機能強化の方向性を見据え、その機能を最大限発揮する

ため、学内の資源配分の最適化を進める。㉓ 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

33.民間資金等獲得増加に向け、産学（官金）協働によるスキームである『地域発「産

学官金」協創エコシステム』の効果的かつ効率的な運用などを通じ、民間資金の更

なる好循環を促進する取組みを強化する。また、財源の多元化を進めるため、効率

的な資産運用等に係る組織を整備し、マネジメントを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

34.大学のミッション実現に向け、強み・特色のある教育研究活動や若手研究者支援等

の学内プロジェクトに対し、重点的に予算配分を行う。また、共通指標をはじめ各

種評価結果を予算配分に反映させるための仕組みを構築し、運用を開始する。 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)民間資金等受入実績額（共同・受託研究、寄附等）：

令和２年度比20％増 

(2)資産運用等に係るマネジメント組織の整備（令和６年

度まで）などを通じ、効率的な資金運用を促進(利息収

入額令和２年度比400％） 

評価指標 

 

(1)物件費（病院経費を除く）に占めるプロジェクト経費

の割合：第３期平均比５％増（第４期平均） 

(2)共通指標をはじめとする各種評価結果を予算配分に反

映させるための仕組みの構築：令和６年度まで 
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Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評

価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項 

（１）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点

検・評価の結果を可視化するとともに、それを用いたエビデンスベ

ースの法人経営を実現する。併せて、経営方針や計画、その進捗状

況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発

展への貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行

うとともに、双方向の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を

獲得する。㉔ 

 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状

況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

35.自己点検・評価や外部評価等の結果について、社会に対する説明責任を果たすべ

く、経営的観点からの内容やベンチマークを取り入れるなどして可視化を行い、わ

かりやすく学内外へ公表する。また、これらの情報についてステークホルダーミー

ティングの題材とし、以後の取組みやフォローアップにつなげる。 

 

 

 

 

 

 

36.ホームページや広報誌等の多様な媒体・手段を通じ、本学の活動状況を多く発信す

るとともに、ホームページ閲覧状況の検証などにより、求められている情報を的確

に把握・共有し、発信内容の質を高める。また、報道関係者との意見交換会などを

通じ、本学の多岐にわたる活動に対する理解と支持を獲得する。 

 

 

 

 

 

 

37.IR機能を強化し、法人経営の戦略立案に資するため、既存のIR室・IR事務室の体制

や役割を見直すとともに、蓄積した様々な情報に関し、客観的な評価や費用対効果

を勘案した評価など新たな観点からの分析を行い、本学の特長や改善すべき事項等

を明確にして関係者と共有する。また、学生の入学から卒業・卒業後まで一貫した

データ分析を可能とするエンロールメントマネジメントIR体制を整備・実践する。 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)自己点検・評価結果や外部評価等の可視化（ベンチマ

ーク等）・公表 

(2)ステークホルダーからの意見等に係る以後の取組みや

フォローアップへの反映 

評価指標 

 

(1)ホームページへのアクセス数の検証などを通じ、求め

られている情報の把握・共有の仕組みを構築 

(2)報道関係者との意見交換会を年１回以上実施（参加機

関数：10社以上/回） 

評価指標 

 

(1)客観的な仕組みを用いて教育研究活動を分析（令和５

年度まで）した上で本学の特長や改善すべき事項を明

確化し、関係者と共有（令和６年度まで） 

(2)IR室の体制見直し（令和５年度まで）などを通じ、エ

ンロールメントマネジメントIR体制を整備・実践 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

（１）AI・RPA（Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタ

ル技術の活用や、マイナンバーカードの活用等により、業務全般の

継続性の確保と併せて、機能を高度化するとともに、事務システム

の効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営体

制を整備し、デジタル・キャンパスを推進する。㉕ 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためにとるべき措置 

38.限られた資源を活用しつつ、教育研究基盤システムを見直すなどデジタル技術を積

極的に取り入れ、テレワーク等の働き方改革を推進するとともに、業務の継続性を

担保しつつ、特に、AI・RPAについて、可能な限り導入し、その効果を検証すること

で業務の効率化・高度化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

39.強固なセキュリティを確保した情報システムとするため、脅威や脆弱性を把握・確

認したうえでネットワーク監視体制の強化策等を講じる。また、学生・教職員の情

報リテラシーを向上させるため、サイバーセキュリティ対策等基本計画に基づき、

情報セキュリティ対策に係る点検・監査や監査結果から必要性を検討したうえで、

研修会を実施する。 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

 

(1)情報基盤システム及びネットワーク環境の見直し 

(2)AI・RPAの導入促進に向けた研修会及びアンケート調査

の実施 

(3)AI・RPAの新規導入及び効果の検証 

評価指標 

 

(1)情報セキュリティ監査の実施（１回/年）及び結果を踏

まえた強化 

(2)情報セキュリティ研修の実施（２回/年）及び内容の見

直し・改善 

 Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

 Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

2,419,922千円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れることが想定されるため。 

 

 Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１．重要な財産を譲渡する計画 

・自然教育園（山梨県甲府市塚原町字笠原1396番５号）の土地（11,065㎡）及び建物

の一部（270㎡）を譲渡する。 

 



法人番号：４０ 

- 15 - 
 

２．重要な財産を担保に供する計画 

・附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学の土地及び

建物を担保に供する。 

 

 Ⅸ 剰余金の使途 

○ 毎事業年度の決算において剰余金が発生した場合は、その全部又は一部を、文部科

学大臣の承認を受けて、 

・教育研究の質の向上及び業務運営の改善 

に充てる。 

 

 Ⅹ その他 

１．施設・設備に関する計画 

 

施設・設備の内容 予定額(百万円) 財 源 

・(下河東)ライフライン 

再生(空調設備等) 

・(医病)病院改修(中央診 

療棟) 

・(医病)病棟Ⅲ 

・(下河東)動物実験施設 

(Ⅱ期)改修 

・(武田(附特))校舎改修 

・(下河東)ライフライン 

再生(特高受変電設備) 

・(医病)ライフライン 

再生(特高受変電設備) 

・小規模改修 

総額 

     5,109 

施設整備費補助金  (1,209) 

 

長期借入金     (3,684) 

 

（独）大学改革支援・学位授与機

構施設費交付金   (216) 

 

（注１）施設・設備の内容、金額については見込みであり、中期目標を達成するために必

要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設

備の改修等が追加されることもある。 

（注２）小規模改修について令和４年度以降は令和３年度同額として試算している。 

なお、各事業年度の施設整備費補助金、（独）大学改革支援・学位授与機構施設費

交付金、長期借入金については、事業の進展等により所要額の変動が予想されるため、

具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。 
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２．人事に関する計画 

全教員の人事を一元的に管理する大学院総合研究部会議（議長：学長）において、全

学的視点に立った戦略的な教員配置を進め、特に以下の事項について重点的に取り組

む。 

（１）学長のリーダーシップのもと、国籍や年齢、性別にかかわらず、国内外から優秀

で多様な人材を求めるとともに、採用ポイント制を継続実施し、学長管理のポイン

トによって、本学の特色の強化や戦略的な人事を推進する。 

（２）クロスアポイントメント制度を活用した人事交流の促進や教員人件費への外部資

金活用制度を推進し、これにより生じた財源を戦略的な人事や若手教員等支援への

活用を進める。 

（３）公平・公正な業績評価を行い、その結果を適正に給与及びその他処遇へ反映させ

るとともに、年俸制等による柔軟な給与体系を可能とする。 

（４）役員と協働して大学運営を主体的に担っていく優秀な人材を持続的かつ計画的に

確保して学長補佐に登用するなど、育成を進める。 

 

３．コンプライアンスに関する計画 

研究における不正行為及び公的研究費の不正使用の防止のため、本学構成員に対する

倫理教育やe-Learning等によるコンプライアンス教育の実施により、不正を起こさな

い、起こさせない組織風土を作り上げる。また、不正防止対策の効果をPDCAサイクルで

検証しながら取組の充実を図り、効率的かつ実効性のある不正防止対策を推進する。 

 

４．安全管理に関する計画 

リスク管理・安全教育について教職員及び学生の意識を向上させるための研修会開催

を計画する。労働安全衛生法に基づき、化学物質等の不適切な管理による事故等の発生

が無いよう、リスクアセスメントによる管理並びに管理体制の徹底を行い安全な管理体

制を強化する。 

 

５．中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び資金計画

への影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 

 

６．積立金の使途 

○ 前中期目標期間繰越積立金については、次の事業の財源に充てる。 

・附属病院再整備事業に係る施設整備費、医療機器整備費、移転費の一部 

・教育、研究、診療に係る業務及びその附帯業務 
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７．マイナンバーカードの普及促進に関する計画 

・学生への普及促進に関する計画 

マイナンバーカードの普及促進のため、新入学生に対するガイダンスにおいて、チ

ラシやリーフレットを配付するとともに、学生用電子掲示板を利用してポスター・動

画・リーフレット等を掲載し、周知を行う。また、奨学金等の募集案内時にもチラシ・

リーフレットを配付する。 

 

・教職員への普及促進に関する計画 

マイナンバーカードの普及促進のため、健康保険証としての利用及びカード取得に

より受けることのできるサービスについて、教職員用電子掲示板等により周知を行

う。また、新採用職員には、採用研修時に利便性について周知を行う。 
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 別表 学部、研究科等及び収容定員 

 

学部 

教育学部         450人（R7定員変更） 

医学部          970人 

工学部        1,500人 

生命環境学部       650人（R7定員変更） 

 

（収容定員の総数） 

3,570人 

研究科等 

教育学研究科       76人 

医工農学総合教育部 677人 

 

（収容定員の総数） 

修士課程 486人 

博士課程 191人 

専門職学位課程 76人 
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 別紙 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１．予算 

令和４年度～令和９年度 予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

船舶建造費補助金 

大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 

自己収入 

 授業料及び入学料検定料収入 

 附属病院収入 

 財産処分収入 

 雑収入 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

長期借入金収入 

計 

 

 

 

57,202  

1,209  

0  

216  

134,724  

16,921  

115,915  

0  

1,888  

13,636  

3,684  

210,671  

 

支出 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

施設整備費 

船舶建造費 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

長期借入金償還金 

計 

 

 

 

187,145  

76,011  

111,134  

5,109  

0  

13,636  

4,781  

210,671  

 

[人件費の見積り] 

   中期目標期間中総額107,810百万円を支出する。（退職手当は除く。） 

 

注）人件費の見積りについては、令和５年度以降は令和４年度の人件費見積り額を踏まえ試
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算している。 

注）退職手当については、国立大学法人山梨大学職員退職手当規程に基づいて支給すること

とするが、運営費交付金として交付される金額については、各事業年度の予算編成過程に

おいて国家公務員退職手当法に準じて算定される。 

注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。 

 

 

[運営費交付金の算定方法] 

 ○ 毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それぞれに対応した

数式により算定して決定する。 

 

Ⅰ〔基幹運営費交付金対象事業費〕 

  ①「教育研究等基幹経費」：以下の金額にかかる金額の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事

業年度におけるＤ（ｙ）。 

   ・ 学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づく教員にかかる

給与費相当額及び教育研究経費相当額。 

   ・ 附属学校の教育研究に必要な教職員のうち、標準法に基づく教員にかかる給与費

相当額。 

   ・ 学長裁量経費。 

  ②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事

業年度におけるＥ（ｙ）。 

・ 学部・大学院及び附属学校の教育研究に必要な教職員（①にかかる者を除く。）

の人件費相当額及び教育研究経費。 

・ 附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額及び教育研究診

療経費。 

・ 附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費。 

・ 法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び管理運営経費。 

・ 教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる経費。 

  ③「ミッション実現加速化経費」：ミッション実現加速化経費として、当該事業年度に

おいて措置する経費。 

 

  〔基幹運営費交付金対象収入〕 

  ④「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた

額及び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。（令和４年度入学料免除率で算

出される免除相当額については除外。） 

  ⑤「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授業料収入（収容

定員超過分等）及び雑収入。令和４年度予算額を基準とし、第４期中期目標期間中は

同額。 
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Ⅱ〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕 

  ⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。 

 

Ⅲ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕 

  ⑦「一般診療経費」：当該事業年度において附属病院の一般診療活動に必要となる人件

費相当額及び診療行為を行う上で必要となる経費の総額。Ｉ（ｙ－１）は直前の事業

年度におけるＩ（ｙ）。 

  ⑧「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度において措置する経費。 

 

  〔附属病院運営費交付金対象収入〕 

  ⑨「附属病院収入」：当該事業年度において附属病院における診療行為によって得られ

る収入。Ｋ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＫ（ｙ）。 

 

   運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ）    

 

１．毎事業年度の基幹運営費交付金は、以下の数式により算定。 

  Ａ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ）＋ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）－ Ｇ（ｙ） 

 

 （１）Ｄ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ－１）× β（係数） 

 （２）Ｅ（ｙ）＝ {Ｅ（ｙ－１）× α（係数）} × β（係数）± Ｓ（ｙ）± Ｔ（ｙ） 

        ± Ｕ（ｙ） 

 （３）Ｆ（ｙ）＝ Ｆ（ｙ） 

 （４）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ） 

 

   Ｄ（ｙ）：教育研究等基幹経費（①）を対象。 

   Ｅ（ｙ）：その他教育研究経費（②）を対象。 

   Ｆ（ｙ）：ミッション実現加速化経費（③）を対象。なお、本経費には各国立大学法人

の新たな活動展開を含めたミッションの実現の更なる加速のために必要と

なる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事業年

度における具体的な額を決定する。 

   Ｇ（ｙ）：基準学生納付金収入（④）、その他収入（⑤）を対象。 

Ｓ（ｙ）：政策課題等対応補正額 

新たな政策課題等に対応するための補正額。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額

を決定する。 

   Ｔ（ｙ）：教育研究組織調整額 

学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額
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を決定する。 

   Ｕ（ｙ）：成果を中心とする実績状況に基づく配分 

各国立大学法人の教育研究活動の実績、成果等を客観的に評価し、その結果

に基づき配分する部分。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額

を決定する。 

   

２．毎事業年度の特殊要因運営費交付金は、以下の数式により算定する。 

  Ｂ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ） 

 

    Ｈ（ｙ）：特殊要因経費（⑥）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応する

ために必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程におい

て当該事業年度における具体的な額を決定する。 

 

３．毎事業年度の附属病院運営費交付金は、以下の数式により算定する。 

  Ｃ（ｙ）＝ {Ｉ（ｙ）＋Ｊ（ｙ）} － Ｋ（ｙ） 

 

 （１）Ｉ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ－１）± Ｖ（ｙ） 

 （２）Ｊ（ｙ）＝ Ｊ（ｙ） 

 （３）Ｋ（ｙ）＝ Ｋ（ｙ－１）± Ｗ（ｙ） 

 

   Ｉ（ｙ）：一般診療経費（⑦）を対象。 

   Ｊ（ｙ）：債務償還経費（⑧）を対象。 

   Ｋ（ｙ）：附属病院収入（⑨）を対象。 

  Ｖ（ｙ）：一般診療経費調整額。 

直近の決算結果等を当該年度の一般診療経費の額に反映させるための調整

額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整

額を決定する。 

  Ｗ（ｙ）：附属病院収入調整額。 

直近の決算結果等を当該年度の附属病院収入の額に反映させるための調整

額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整

額を決定する。 

 

 【諸係数】 

α（アルファ）：ミッション実現加速化係数。△1.2％とする。 

第４期中期目標期間中に各国立大学法人が蓄積してきた知的資源を活

用して社会変革や地域の課題解決に繋げることを通じ、各法人の意識改

革を促すための係数。 
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β（ベータ）：教育研究政策係数。 

物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案し

て必要に応じ運用するための係数。各事業年度の予算編成過程において当

該事業年度における具体的な係数値を決定する。 

 

注）中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の下に試算された

ものであり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程において決定される。 

なお、運営費交付金で措置される「ミッション実現加速化経費」及び「特殊要因経費」

については、令和５年度以降は令和４年度と同額として試算しているが、教育研究の進展

等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成

過程において決定される。 

注）施設整備費補助金、船舶建造費補助金、大学改革支援・学位授与機構施設費交付金及び

長期借入金収入は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。 

注）自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、令和４年度の受入見

込額により試算した収入予定額を計上している。 

注）業務費、施設整備費及び船舶建造費については、中期目標期間中の事業計画に基づき試

算した支出予定額を計上している。 

注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等によ

り行われる事業経費を計上している。 

注）長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、令和４年度の償還見込額により

試算した支出予定額を計上している。 

注）上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は１とし、「教育研究組

織調整額」、「一般診療経費調整額」及び「病院収入調整額」については、０として試算

している。また、「政策課題等対応補正額」については、令和５年度以降は令和４年度予

算積算上の金額から「成果を中心とする実績状況に基づく配分」及び「法科大学院公的支

援見直し分」を０として加減算して試算している。 
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２．収支計画 

令和４年度～令和９年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

受託研究費等 

役員人件費 

教員人件費 

職員人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

附属病院収益 

受託研究等収益 

寄附金収益 

財務収益 

雑益 

資産見返負債戻入 

臨時利益 

 

純損失 

総損失 

 

 

207,840  

207,840  

190,872  

22,275  

44,866  

9,865  

772  

52,323  

60,771  

2,606  

390  

0  

13,972  

0  

 

205,018  

205,018  

55,134  

13,519  

2,012  

477  

115,915  

9,865  

3,481  

44  

1,844  

2,727  

0  

 

△2,822  

△2,822  
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注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。 

注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。 

注）純損失及び総損失には、附属病院の再整備事業における借入金返済額（建物、診療機器

等の整備のための借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも小さいため発生する

会計上の観念的な損失を計上している。 

 

 

３．資金計画 

令和４年度～令和９年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

授業料及び入学料検定料による収入 

附属病院収入 

受託研究等収入 

寄附金収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

その他による収入 

財務活動による収入 

前中期目標期間よりの繰越金 

 

 

213,831  

193,480  

12,410  

4,781  

3,160  

 

213,831  

205,562  

57,202   

16,921  

115,915  

9,865  

3,771  

1,888  

1,425  

1,425  

0  

3,684  

3,160  

 

  

注）施設費による収入には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構における施設費交付

事業に係る交付金を含む。 

  

 


